
 
平成２７年２月１９日 教育委員会会議録 
 
１ 日 時  平成２７年２月１９日(木) 午後３時００分～午後４時００分        
２ 場 所  市役所 １０階 委員会開催室 
３ 出席委員  金村勲委員長、須賀まり子委員、無着道子委員、德永正靱委員、 
４ 出 席 者  江川隆教育部長、土田郁子管理課長、土田亮一管理課施設整備室長、

吉田勝彦学校教育課長、阿部謙一社会教育青少年課長、細谷正弘スポ
ーツ保健課長、須藤睦典少年自然の家所長、安達正敏図書館長、佐藤
文弘学校給食センター所長、西村恵美子栄養管理室長、荒井秀利商業
高等学校事務長 

       事務局（管理課職員） 

 

 

会議次第  
 
１ 開 会  

２ 前回会議録承認 

３ 議   案 

   議案第３号   市議会の議決を経るべき事案に係る市長への意見の申出に 

           ついて 

           １ 平成２６年度教育費３月補正予算について 

     議案第４号   平成２７年度用「学校教育の重点目標 指導の指針」策定 

           方針について 

   議案第５号   山形市指定文化財の指定について 

４ 報 告 事 項 

   (1)教育委員会制度改革に係る条例の一部改正について 

   (2)山形市立千歳小学校校舎等改築基本構想について 

５ そ の 他   

６ 日 程 等 

 （１）教育委員の日程について 

 （２）教育委員会主催（共催）の行事予定について 

７ 閉 会 

 

 

会議録  
 

１ 開 会  金村委員長 

 

２  前回会議録承認 

 

３ 議 案 
 

委員長･･･議事に入ります。はじめに議案第３号市議会の議決を経るべき事案に係る
市長への意見の申出について、説明をお願いします。 

 

 社会教育青少年課長より、議案第３号について、市議会３月定例会に、平成２６
年度教育費３月補正予算についての議案を上程するため、山形市教育委員会の権限
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に属する事務の委任及び専決に関する規則第２条第６号の規定により、市長へ意見
を申し出ることについて議決を求めようとする旨説明があった。また平成２６年度

教育費３月補正予算の概要について、議案・附属資料に基づき説明があった。 

 
委員長･･･なぜ、３月補正で予算計上することになったのか。 

 

社会教育青少年課長･･･山形市無形民俗文化財調査業務委託は当初、平成２７年度当
初予算に一般財源で計上していたが、国庫補助金の地域住民生活等緊急支援交付金
(地方創生先行型)に該当したため、平成２７年度当初予算から平成２６年度３月補
正予算に組み替えしたうえ、事業繰越するものである。 

 

委員長･･･その他質問は、何かありませんか。議案第３号を承認してよろしいでしょ
うか。 

 

（各委員、「はい」の声あり。） 

 

委員長･･･次に議案第４号平成２７年度用「学校教育の重点目標 指導の指針」につ

いて、説明をお願いします。 

 

学校教育課長より、平成２７年度用「学校教育の重点目標 指導の指針」について、
議案・資料に基づき説明があった。尚、「学校教育の重点目標 指導の指針」【平成
１７~２７年度】は平成２７年度が指針の最終年度となり、平成２８年度からは大
きく改訂となるため平成２７年度については最小限の修正となっている。 

 

無着委員･･･指導指針「特別活動」の修正後の文に、高まりという文言が出てくるが 

意図が伝わりづらいのではないか。 

 

学校教育課長･･･成長という文言に置き換えると結果として成長したと捉えられて
しまうが、児童・生徒の活動の中での一時的な動きを表すため、高まりという表現
になっている。 

 

須賀委員･･･やはり、高まりという文言がわかりづらい。教職員の現場では、意図が
伝わる文言でも、一般的には伝わらないのではないか。また、指導指針「特別活動」
の年間指導計画作成のポイントの中で各教科、道徳、外国語活動との関連を図りと
あるが、それ以外の学級会やクラブ活動等は含めないのか。 

 

学校教育課長･･･ここで示しているのは、特別活動の時間として授業の中で取り上げ
る内容となっている。学級会等は、指導法の工夫の項目の中で関連付けている。来
年度の全面改定に向けて教職員独特の言い回しは、なるべく使わないで一般的にわ
かりやすい文言を使用した指導指針にしていきたい。平成２７年度用についても再

度検討する。 

 

委員長･･･道徳の教科化はいつからか。 

 

学校教育課長･･･平成３０年度からの予定である。 

 

委員長･･･「就学指導委員会」を「教育支援委員会」と変更しているが、就学時の支
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援だけでなく、義務教育の９年間支援していくということか。 

 

学校教育課長･･はい。既に山形市においても、小学校３・５年に進級する時、中学
校に入学する時の２年ごとの節目の時に特別支援学級該当と思われる児童について
は、再度面談を実施し、よりよい学習環境になるよう検討している。これらのよう
な支援を含めての教育支援委員会となった。 

 

委員長･･･指針の最終年度なので、今までの積み重ねの集大成の年度としてよろしく 

お願いしたい。議案第４号を承認してよろしいでしょうか。 

 

（各委員、「はい」の声あり。） 

 

社会教育青少年課長より、議案第５号山形市指定文化財の指定について、説明があ
った。対象となる文化財は、山形市小姓町、新山寺大日堂前に建立されている「な

かたち石」で、幕末期山形城下の庶民の暮らしを伝える民俗資料として貴重である。 

 

須賀委員･･･文化財指定に関しては問題ないが、興味深い文化財なので地図等を含め

文化財の概要をホームページや広報やまがたで周知してほしい。 

 

委員長･･･その他質問は、何かありませんか。議案第５号を承認してよろしいでしょ
うか。 

 

（各委員、「はい」の声あり。） 

 

４ 報告 

 

委員長･･･それでは、教育委員会制度改革に係る条例の一部改正について、報告お願

いします。 

 

 管理課長より、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育長
の給与、旅費、勤務時間等の身分に関する条例の一部改正について３月市議会定例
会に付議される旨、報告があった。尚、今回の改正は、職員の身分に係る条例の一
部改正のため所管が職員課となるので議案ではなく報告事項とする。 

 

委員長･･･何か質問は、ありませんか。 

 

（各委員、「なし」の声あり。） 

 

委員長･･･次に、山形市立千歳小学校校舎等改築基本構想について、報告お願いしま
す。 

 

施設整備室長より、山形市立千歳小学校校舎等改築基本構想について資料に基づき
報告があった。 

 

委員長･･･何か質問は、ありませんか。 

 

無着委員…普通教室棟が木造となるとのこと、今の時代めずらしいと思われるが 
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どういう経過で決定したのか。 

 

教育部長…地区の山形市立千歳小学校校舎改築促進協議会は、とても熱心に活動し
ており新潟県等にも視察にいき、教室木造２階建てでの改築という要望書を提出し
てきた。山形市には、「山形市の公共建築物等における木材の利用促進に関する基本
方針」が策定されており、市長は木造建築物への改築に前向きであったが、全面木
造建築物での改築は、建物の建築面積が増えてしまうため、普通教室棟のみを木造
という基本構想となった。 

 

須賀委員･･･木造の耐久性についてはどうか。 

 

施設整備室長･･･適切な維持管理を行えば５０年は可能と考えている。 

 

委員長･･･学校北側道路が狭いが、拡張予定はないのか。 

 

施設整備室長･･･今のところ、ないです。 

 

委員長･･･この基本構想は地区には、提示しているのか。 

 

施設整備室長･･･昨年１２月に改築の考え方を提示している。また正式な基本構想は
２月２４日に地区の山形市立千歳小学校校舎改築促進協議会に提示予定である。 

 

５ その他 

 

（各委員、事務局より「なし」の声あり。） 

 

６ 日程等 

 

 管理課長から、平成２７年２月２０日から平成２７年４月３０日までの日程、行
事予定について説明があった。 

 

７ 閉会  金村委員長 


